
受講料 6，000円 対象職種 教諭、養護教諭

講習No.
U26
選択

学校教育での芸術療法（コラージュ療法）の利用
講習の開催地

宇治キャンパス

講習の期間 平成26年11月22日（土）

主な受講対象者 幼稚園・小学校・中学校・高等学校教諭、養護教諭

講習の概要

定員

50人
時間数

6時間
試験方法

筆記試験 森谷　寛之（臨床心理学部臨床心理学科教授）担当講師

コラージュとは、雑誌やパンフレットなどの既成の絵や写真をはさみで切って、台紙の上で構成し、糊で貼り付けるシンプルな方法
である。これを講師は1987年に箱庭療法を参考にコラージュ療法として提案した。以後、教育・医療・福祉・矯正分野で広く用い
られている。本講習ではコラージュ制作実習を通じて方法を学び、教員自身が自分でその効果を確かめる。また、この体験をもとに
して、生徒の作品をよりよく理解できるようにする。生徒とのコミュニケーションとして芸術療法が利用できることを学んでいく。

1限
９：0０～１０：2０（8０分）

コラージュ療法とは
コラージュ療法を発想したい
きさつとその基本的な考え方
を示す。美術教育との違いな
ども説明する。

2限
１０：3０～１1：5０（8０分）

コラージュ制作実習
実際に自分でコラージュ制作
をする。

3限
１2：5０～１4：１０（8０分）

作品のふりかえり
作品を通じて自分の気持ちを
表現してみよう。生徒理解の
方法を説明する。

4限
１4：２０～１5：40（80分）

作品の理解の仕方
子ども達の作品を通じて、生
徒理解を深めよう。精神発達
と作品の変化を理解する。

5限
１5：50～１6：3０（４0分）

修了認定試験
どれぐらい理解できたかを振
り返る。

備考 制作体験をします。日頃なじみで、切り抜いても差し支えない雑誌などを２、３冊と糊・はさみをご持参ください。

講習No.
U25
選択

授業と学級経営の相乗効果で子どもの可能性を伸ばす
講習の開催地

宇治キャンパス

講習の期間 平成26年11月15日（土）

主な受講対象者 小学校教諭

講習の概要

受講料 6，000円 対象職種 教諭
定員

70人
時間数

6時間
試験方法

筆記試験
担当講師

よい学級は、子どもが生き生きと過ごし、自分の可能性を伸ばしているという実感をもっています。そのような学級
を創り出すための、授業や学級マネジメントの方法を紹介します。現場から生じるさまざまな問題、教師の悩み等
をふまえながら、理論だけでなく現場ですぐに役立てられる実学を修得することを目的としています。学級経営と
授業を関連させていくことで、相乗効果が得られることを、実例をもとに解説します。

大前　暁政（臨床心理学部教育福祉心理学科准教授）

1限
9:00～10:30（90分）

学級マネジメントの方法論と実践
学級経営の筋道を、「学級のシステム
づくりと学級の成長段階」、「マネジメ
ントサイクル」、「個々の子どもへの目
標意識の持たせ方、差別いじめ防止
法」の三つに分けて理論を紹介すると
ともに、実践について解説する。

2限
10:40～12:10（90分）

学級経営と授業を関連させ、
相乗効果を生み出す方法
学級経営の中で設定した個々の子ど
もへの目標を実現していくための、授
業における役割を紹介する。また、子
どもを伸ばすための授業のやり方の
基礎技能を解説し、演習を通して体験
的に授業の方法論を学ぶ。

3限
13:10～14:40（90分）

配慮を要する子への対応法と
授業技術
特別支援を要する子どもや、生徒指導
上問題を抱えた子どもに対して、どの
ようにアプローチしていくかを、目標
像の設定と、日々の指導記録、フィー
ドバックサイクルなどの観点をもとに
して解説する。

4限
14:50～16:20（90分）

まとめ・修了認定試験
学級マネジメントの理論をもとにし
て、実際に自分の学級でどのような
目標と手立てが考えられるのかを演
習してまとめとする。最後に、マネジ
メントの理論や授業理論、発達障害
などの知識や技能について、試験を
行う。

講習No.
U27
選択

指導困難な事例への「処方箋」の作成
講習の開催地

宇治キャンパス

講習の期間 平成26年11月22日（土）

主な受講対象者 小学校・中学校・高等学校教諭、養護教諭

講習の概要

受講料 6，000円 対象職種 教諭、養護教諭
定員

25人
時間数

6時間
試験方法

筆記試験 佐藤　安子（臨床心理学部教育福祉心理学科教授）担当講師

初等・中等教育において、教師は様々な指導困難事例に遭遇する。子どものメンタルヘルス不全だけではなく、
生活指導上の問題、保護者対応の問題、学校内外の連携の問題など多岐にわたる。こうした事例に対応するため
に、認知行動的介入を利用した柔軟な対応策作りとその実施が役立つと考えられる。本講習では、この対応策を
「処方箋」と名づけ、具体的な事例を複数例呈示し、グループワークを通して問題対応の具体策を作成する。

1限
９：0０～１０：3０（9０分）

学校現場での
指導場面における対人関係
学校という場における対人関
係のあり方を発達という観点
から理解し、児童・生徒を指導
する際に生じがちな課題を整
理するとともに、こうした課題
を認知行動論の立場からとら
えることを試みる。

2限
１０：40～１2：00（8０分）

初等学校・中等学校における
指導困難事例
似た「問題」でも、児童・生徒
の発達段階やその問題が生じ
た力動性によって、問題の性
質は異なる。教師が指導に困
難を感じる事例について、ゲス
トスピーカーが話題提供し、受
講者が感想を共有する。

3限
１3：00～１4：00（6０分）

指導困難事例への
処方箋づくり１
～ロールプレイ～
模擬職員会議の準備として事
例の問題点を共有するための
ロールプレイをグループワー
クとして行う。提供された複数
の事例からグループごとに最
も関心の高い事例1つを選
び、ロールプレイを行う。

4限
１4：1０～１5：5０（10０分）

指導困難事例への
処方箋づくり２
～模擬職員会議～
職員会議を模したグループ
ワークにおいて、事例の問題点
を整理し対応策を協議する。協
議結果を認知行動論の枠組み
で再構築し、全受講者で共有
することにより、指導困難事例
への対応に必要な視点を、校
種に特有なものと校種を越え
て共通するものとに整理する。

5限
１6：00～１6：30（30分）

修了認定試験
筆記による認定試験を行う。

講習No.
U28
選択

幼稚園と小学校での学校事故への法的問題
講習の開催地

宇治キャンパス

講習の期間 平成26年11月22日（土）

主な受講対象者 幼稚園・小学校教諭、養護教諭

講習の概要

受講料 6，000円 対象職種 教諭、養護教諭
定員

50人
時間数

6時間
試験方法

筆記試験
担当講師

近時学校現場では、園児・児童が授業中を問わずさまざまな事故に遭遇しています。また、保健衛生に関わる事
故も多く発生するようになってきました。これらの学校事故に教師が直面した場合に心がけていただきたい
さまざまな法的な事項があります。そこで、学校内で事故が発生した場合のスムーズな対処のために、具体的
な事例を用いながら講義を通じてこれらを解説します。

楪　博行（白鷗大学法学部教授・京都文教大学非常勤講師）

1限
9:00～10:30（90分）

学校トラブルにおける法律関係
学校の事故や事件で適用される民法
と国家賠償法についてお話しします。

2限
10:40～12:10（90分）

校内・校外授業でのトラブル
校内・校外授業で発生する事故や事
件に関する法的関係をお話しします。

3限
13:10～14:40（90分）

授業時間外・
放課後に発生するトラブル
授業時間外・放課後に発生する事故
や事件に関する法的関係をお話しし
ます。

4限
14:50～16:20（90分）

給食と保健事故・いじめ・
教師の加害行為による事故・
修了認定試験
給食や保健、さらにはいじめや教師の
加害行為による事故に関する法的対
応をお話しします。この講義の最後に
修了認定試験40分（講義時間に含
む）を行います。

備考 講習No.U33と同様の構成ですが、それぞれ、主な受講対象としている学校種の事例に基づいた講習を
おこないます。勤務状況にあわせて講習をお選びください。
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